
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

と
お
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定

並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

秋
医
　
一
二
三
七
五

藤
本
　
晴
久

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日

秋
医
　
一
二
三
七
六

白
井
　
恭
介

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

秋
医
　
一
二
三
七
七

秩
父
　
健
大

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日

KOHJS
テキスト ボックス
     七　 五　 十 　二



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

と
お
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定

並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

秋
医
　
一
二
三
八
八

宮
川
　
結
里
名

令
和
七
年
五
月
七
日

秋
医
　
一
二
三
八
九

吉
田
　
健
人

令
和
七
年
五
月
七
日

秋
医
　
一
二
三
九
〇

佐
々
木
　
恭
平

令
和
七
年
五
月
八
日

秋
医
　
一
二
三
九
一

袴
田
　
那
央

令
和
七
年
五
月
八
日

秋
医
　
一
二
三
九
二

工
藤
　
虎
ノ
輔

令
和
七
年
五
月
八
日

秋
医
　
一
二
三
九
三

工
藤
　
滉
介

令
和
七
年
五
月
八
日

KOHJS
テキスト ボックス
七五二十三



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

と
お
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定

並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

秋
薬
　
四
四
四
五

松
井
　
哲
太

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日

秋
薬
　
四
四
四
六

伊
沢
　
菜
々
香

令
和
七
年
四
月
二
十
四
日

秋
薬
　
四
四
四
七

北
村
　
先
春

令
和
七
年
四
月
二
十
七
日

秋
薬
　
四
四
四
八

宇
部
　
晋
也

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
薬
　
四
四
四
九

真
坂
　
さ
く
ら

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
薬
　
四
四
五
〇

安
藤
　
昂
輝

令
和
七
年
五
月
二
日

秋
薬
　
四
四
五
一

尾
身
　
詩
織

令
和
七
年
五
月
二
日

秋
薬
　
四
四
五
二

中
川
　
優
太

令
和
七
年
五
月
三
日

秋
薬
　
四
四
五
三

佐
藤
　
美
沙
子

令
和
七
年
五
月
八
日

秋
薬
　
四
四
五
四

東
田
　
郁
也

令
和
七
年
五
月
十
三
日

KOHJS
テキスト ボックス
七五二十三




